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第 2次改訂版刊行にあたって

  本書は、平成 19（2007）年に初版が刊行され、その 9 年後の平成 28（2016）
年に第 1 次改訂版の刊行に至った。この間、多くの学生のテキストや生涯学習・
社会教育行政関係者などの参考書として活用いただいてきた。
　初版は教育基本法の全面改正直後であったが、これ以後も生涯学習・社会教育
をめぐる状況は大きく様変わりした。平成 20（2008）年度には学校支援地域本
部が社会教育事業としてスタートすると、学校と地域社会との連携・協働に関す
る取組みが全国に浸透し、生涯学習は学校と強く結びつくようになったのである。
この本部は平成 29（2017）年度からは地域学校協働本部に発展し、地域学校協
働活動という新たな概念に基づく取組みを担うことになった。
　また、放課後子ども総合プランがスタートし、厚生労働省の放課後児童クラブ（学
童保育）と文部科学省の放課後子供教室の連携が推進され、さらに平成 31（2019）
年には新・放課後子ども総合プランとして新たな形で充実が図られたのである。
　以上のように、近年の生涯学習をめぐっては学校教育を含む青少年の健全育成
にシフトする傾向が見られるようになり、そのための法改正もなされたところで
ある。
　そこで、第 2 次改訂版は、これらの動向を踏まえて、以下のような点に改訂を
加えて刊行することとした。

◦文部科学省を始めとする国の生涯学習等に関する調査のデータを更新した
◦事例を新たなものに入れ替えた
◦法改正や教育改革の情勢を踏まえて内容を見直し、できるだけ最新の情報等

を盛り込むように努めた
◦地域学校協働本部やコミュニティ・スクールなど地域社会と学校との連携・

協働に関する内容を新たにした
　近々、新たな社会教育主事有資格者は「社会教育士」と称することができるよ
う改められる。そこで、本書が新・社会教育主事養成課程のテキストとして活用
され、また、実務者やボランティアの参考書として広く用いられれば幸いである。
　最後に、第 1 次改訂版に引き続いてこの改訂版編集に当たっても、データ更新
や事例確認をはじめ細かな点までにも気配りをくださった学陽書房編集部の根津

佳奈子氏、新名祥江氏には深く謝意を申し上げる次第である。

令和2年1月31日   

佐藤晴雄
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13第１節　生涯学習とは何か

1　生涯学習と社会教育の関係

（1）生涯学習概念の普及
　生涯学習という言葉はもはや一部の人たちの間で用いられる専門用語
の段階を過ぎ、一般化してきていると言えよう。内閣府の世論調査によ
ると、「生涯学習」という言葉を聞いたことがある人は、平成 20（2008）
年の調査では約 80％に上るほどで、その後の同 30（2018）年調査では、
生涯学習に関する活動を行った人は 58.4％に達している。もはや国民の
半数以上が生涯学習に関わるようになったのである

＊1

。
　そもそも、生涯学習という言葉が文部省（当時）で正式に用いられる

第１節　生涯学習とは何か

第 1章　生涯学習と社会教育

　生涯学習とは何か。今も社会教育関係者の間で出される疑問の一
つである。特に、生涯学習と社会教育はどう違うのかという疑問の
声はいつも聞かれる。教育委員会の社会教育課が生涯学習課に改組
されたのだから、生涯学習は社会教育の言い換えに過ぎないのでは
ないかという見解がある。否、生涯学習には学校教育も含まれるの
だから、それは社会教育の単なる言い換えではないという反論も出
される。また、生涯学習と生涯教育との違いはどこにあるのかとい
う疑問もある。
　このように、生涯学習をめぐっては、いくつもの疑問が生じてい
る。そこで、本章では生涯学習の概念を正しく理解するために、社
会教育との関係や生涯教育との関係を明らかにしておくことにしよ
う。なお、学校教育との関係は第4章で取り上げる。
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ようになったのは昭和 63（1988）年頃からである。同年、文部省は社会
教育局を生涯学習局（現在は、生涯学習政策局）に改め、その 2 年後の平
成 2（1990）年には生涯学習に関する初めての法律である「生涯学習の
振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」（以下、「生涯学習振
興法」と略す）が制定されたのである。以後、各地の教育委員会は文部
省の動きに連動するように、担当組織の名称を、「社会教育」に代えて「生
涯学習」という言葉を用いるようになった。
　生涯学習はもともと「生涯教育」という言い方でわが国に入ってきた
概念を拠り所とする。生涯教育は昭和 40（1965）年ユネスコの国際会議「成
人教育推進委員会」で議題に取り上げられ、昭和 40 年代前半にわが国に
紹介されたのである。当時、生涯にわたる教育のあり方を説いた生涯教
育の理念はわが国の社会教育の考え方に近く、共通点を有するものと解
されたことから、社会教育行政の中に包括される形で受容されていく。し
たがって、わが国においては、生涯にわたって社会の中で教育機会を提
供してきた社会教育の役割は生涯教育の概念と特段違うものとは解され
ず、しばらくの間、見るべき生涯教育施策が取り組まれなかったのである。

（2）生涯学習と社会教育の共通点
  生涯学習と社会教育の共通点とは何か

＊2

。学校教育との対比からその共
通点を捉えると、次のような諸点が見出される。
　第一に、生涯にわたるすべての発達段階にある人を対象にしているこ
と。学校教育が青少年期にある人を主たる対象にしているのに対して、
社会教育と生涯学習は子どもから高齢者に至るすべての人々を対象にし
ているのである。
　第二に、ノンフォーマルな教育が中心になっていること。学校教育は
入学・卒業、学年制などを採り入れたフォーマルな形態をとるのに対し
て、現実の社会教育や生涯学習はある程度の組織性をもつが制度として
の入学・卒業、学年などがなく、柔軟に運営されるノンフォーマルな形
態の活動を基軸にしている。
　第三に、現実の課題解決を目的にしていること。学校教育は児童生徒
の人格形成を図り、将来生活への準備教育を主眼にしているが、社会教
育と生涯学習は余暇活用や地域づくり、健康維持、子育てなど現実の課
題解決に資する学習が大きなウエイトを占める。
　第四に、自発的・自主的な学習を重視していること。学校教育、特に


